
    地域 

項目 
紀 の 川 市 （開発指導要綱） 

適用範囲 （１）住宅地造成事業を施行する事業者 

（２）長屋共同住宅又は中高層住宅を建築する事業者 

（３）住宅的施設を目的としない開発面積が１，０００㎡以上の開発行為(店舗、企業地等) 

（４）前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた開発行為 

宅地事業計

画等 

１.戸建て住宅の敷地面積は１３５㎡以上とする。                                                     

２.事業者は、開発区域における良好な居住環境の確保を図るため原則として、建築物のほか壁面又はこれに代わる柱の面から

敷地境界線までの距離を５０㎝以上確保しなければならない。ただし長屋住宅においては１ｍ以上、また共同住宅において

は１．５ｍ以上とする。 

３.中高層建築物にあっては、次の要件を満たさなければならない。 

（１）事業者は、建築物の設計に先立って日照について日影図の作成により検討するものとし、影響を受ける近隣居住者等 

の十分な理解を得なければならない。 

（２）事業者は、近隣居住者等の受ける風害、テレビ電波等の障害を排除するため、事前に調査を行い必要な施設を自己の 

負担で設置するとともに、その維持管理について必要な事項を取り決めるものとする。 

（３）事業者は、近隣居住者等のプライバシーを侵害するおそれのある建築物には、窓等の位置及び構造を考慮しなければ 

ならない。 

（４）事業者は、工事施行に際しては、騒音及び振動等の防止について最善の方法で行うとともに、工事着手前においては

近隣居住者等の了解を得なければならない。また、騒音及び振動等により近隣居住者等に被害を与えたときは、適切

な処置を講じなければならない。 

協議・協定 １.適用範囲で定める開発行為を行う場合、都市計画法、建築基準法、農地法、森林法等に基づき許認可の申請前に、開発行為

協議申請書(様式第１号)を市長に提出し、事前に協議しなければならない。 

２.開発行為協議申請書は、紀の川市開発指導要綱運用細則(平成１７年紀の川市訓令第７２号。以下「細則」という。)に定め 

る必要書類を添付の上、提出しなければならない。 

３.開発行為協議申請書受付後事業者において開発行為を中止する場合、開発行為協議申請取下書(様式第２号)を市長に提出し 

  なければならない。 

４.事業者は、第５条に規定する事前協議を行い、双方合意に至ったときは、書面により市長と協定書を締結しなければならな

い。ただし、事前協議を行い、双方合意に至らなかったとき、又は紀の川市開発計画審議会の議を経る必要があると市長が

認めたときは、本審議会の議を経なければならない。 

５.事業者は、協定書の締結後開発行為等に変更が生じたときは、開発行為変更協議申請書(様式第３号)により再度市と協議し 

  なければならない。 

６.協定書締結後、１年以内に開発を行わない場合は、再度市と協議しなければならない。ただし、都市計画法に基づく許可を 

  受けた開発行為についてはこの限りでない。 

７.事業者は、協定書の締結後その協定に基づく地位の承継をする場合、関係者との協議を経た上で地位承継承認申請書(様式 

  第４号)又は地位承継届出書(様式第５号) を市長に提出しなければならない。また、面積が３，０００㎡以上の開発行為に 

ついては、都市計画法の基準に基づいた申請又は届出をしなければならない。 

公共・公益施

設の負担 

１.事業者は、開発区域内に必要な公共・公益施設その他市長が必要と認める施設を自己の費用で入念に施行しなければならな 

い。 

２.公共・公益施設用地については、施行後市へ無償移管するものとする。 

 

公
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・ 

公

益

施
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道 路 １.事業者は、道路の建設について市と協議の上施行し、開発区域内への進入路及び接続道路等の新設又は改良をする必要があ 

ると市長が認めた場合は、事業者の負担で施行しなければならない。 

２.事業者は、開発区域内道路を、細則に基づいて市と協議の上入念に施行しなければならない。 

公 益 事業者は、細則に基づいて公園等を設置しなければならない。 

上・下水道  事業者は、開発区域内の給水計画については上下水道部水道工務課と、下水道計画については上下水道部下水道課と事前に

協議し、市長の指示に従って設置するものとする。 

消防施設 １.事業者は、開発区域内に必要な消火栓、付随する器具一式又は防火水槽及び消防水利の標識を、細則に基づき事業者の負担

において設置しなければならない。 

２.事業者は、開発区域内に中高層建築物及び特殊建築物を建築する場合は、はしご付消防ポンプ自動車が接近し、有効な消防

活動ができるように進入路、消防活動空地及び空間並びに避難設備等について那賀消防組合消防本部及び危機管理部危機管

理消防課と協議しなければならない。 

環境衛生 １.事業者は、開発区域内におけるし尿処理については、合併処理浄化槽の設置に努めなければならない。 

２.下水道式(終末処理施設を有するもの)を必要とする場合は、市と協議するものとする。 

３.し尿を下水道式によって処理しようとする場合は、下水道法第２条第１号に定める下水の処理を含むものとする。 

４.終末処理施設及び下水、汚水等の処理については、第三者に迷惑をかけないよう万全の配慮をするとともに、万一他との間

に紛争が生じたときは、全て事業者の責任と負担において解決しなければならない。 

防災・電波障害

及び自然環境

の保全 

 事業者は、良好な自然環境の保全に努め、開発区域及び周辺地域(一部地域が電波障害を受ける。)の調査を十分行い、安全で 

良好な宅地を確保できるよう計画し、災害の防止に万全を期さなければならない。 

道路の使用及

び維持 

１.事業者は、開発行為を行う場合、資材等の搬入搬出路として利用する市道及び農道等の使用については、その所属する地元

関係団体等と協議の上市長の指示に従うとともに市民の優先を妨げてはならない。 
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 ２.前項の使用により市道及び農道が損傷した場合は、速やかに事業者の責任において原形復旧するものとする。 

文化財の保護  事業者は、周知の埋蔵文化財包蔵地において開発行為をしようとするとき及び開発区域内において文化財等の存在が判明し

たときは、紀の川市教育委員会と協議しその指示に従うものとする。 

ゴミ集積所 事業者は、市民部生活環境課と事前に協議し開発区域内に細則に基づくゴミ集積所を設置しなければならない。 

集会場  事業者は、開発区域内に細則に基づく集会場を設置しなければならない。 

駐車場及び駐

輪場 

 事業者は、細則に基づく駐車場及び駐輪場を設置しなければならない。 

その他の措置 (関係自治区長との開発協議) 

 事業者は、開発行為について開発行為協議経過書(様式第６号)により関係自治区長と十分意見調整を行い、開発協議を経な

ければならない。 

 

(関係水利団体等との開発協議) 

 事業者は、開発区域内から流出する汚水、雨水を排出するための施設について原則として分流方式によるものとし、細則に基

づき市と協議の上事業者の負担において施行しなければならない。また、流末処理については、開発行為協議経過書(様式第７

号)により関係水利団体等と十分意見調整を行い、開発協議を経なければならない。 

 

(被害の補償) 

１.事業者は、開発行為の施行に当たり災害の防止に万全の措置を講じなければならない。 

２.事業者は、開発行為の施行によって生じた被害及び第三者との紛争については、これを解決するとともに補償問題について

も責任を負わなければならない。 

施行改正年月日 令和 3年 6月28日施行 

 


